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は じ め に 

 

高知県では、障害のある人にとって必要な福祉サ 

ービスや相談支援などの提供体制が計画的に整備さ

れるよう、障害者自立支援法に基づき、３年を１期

とした高知県障害福祉計画を策定し、地域生活への

移行や就労の支援といった取組を積極的に進めてき

ました。 

 こうした取組や関係の皆様のご協力により、地域

での住まいの場となるグループホーム・ケアホーム

や、就労などを支援する事業所の整備が進み、サー

ビスを利用される人も増加するなど、障害福祉サー

ビスは着実に充実してきています。 

 その一方で、過疎化の進行する中山間地域における福祉サービスの確保

や、発達障害など障害のある子どもへの支援の充実といった課題への対応

が、これまで以上に求められています。 

 このため、平成 24年度から平成 26年度を計画期間とする第３期高知県

障害福祉計画では、各地域において必要となる福祉サービスの確保や、障

害のある子どもができるだけ早い時期から専門的な療育支援を受けられる

体制の整備などについて、重点的に取り組むこととしています。 

こうした取組を着実に進め、すべての障害のある人が住み慣れた地域で

安心して暮らせるよう、「高知型福祉」の実現に向けて全力で取り組んでま

いりますので、今後とも県民の皆様のご協力とご参加をお願い申し上げます。 

最後に、この計画の策定にあたり、ご意見やご提言をいただきました「高

知県障害者施策推進協議会」の委員の皆様をはじめ、関係者の方々に対し

まして、心からお礼を申し上げます。 

 

 

平成 24 年３月 

高知県知事 尾﨑 正直 
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Ⅰ 計画の趣旨等 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

地域での生活や就労などを支援するサービスの充実を通じて、障害のある人が地域で

自立して暮らせる社会の実現を目指して、平成 18 年４月に障害者自立支援法が施行され、

障害種別ごとに分かれていた制度の一元化や、市町村を実施主体とすることを基本とす

る仕組みなどへと変わり、「地域生活への移行」や「就労支援」といったことへの取り組

みが一層求められることとなりました。 

この計画は、同法 89 条（※１）に基づき、障害のある人にとって必要な障害福祉サービ

スや相談支援等の提供体制が計画的に整備されることを目的として策定するものです。 

今回の策定にあたっては、平成 21 年度から平成 23 年度を計画期間とした第２期障害

福祉計画の進捗状況等の分析や評価を行い、第２期計画における課題等を整理したうえ

で、国の基本指針（※２）に則して策定することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 障害者自立支援法 第 89 条 

「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村

を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体

制の確保に関する計画を定めるものとする。」 

 

※２ 国の基本指針 

   「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供

体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本

的な指針」（平成 18 年６月 26 日 厚生労働省告示第 395 号） 
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２ 計画の位置づけ等 

 

(1) 「高知県障害者計画」との関係 

県は、障害者基本法に基づいて、障害のある人に対する取り組みの基本的方向を示

す県行政の指針として、平成 16 年３月に「高知県障害者計画」を策定しています。 

一方、この「高知県障害福祉計画」は、障害者自立支援法に基づき、３年を一期と

して策定される「障害福祉サービス等の確保に関する計画」であり、高知県障害者計

画の実施計画的な位置づけとなるものです。（図Ⅰ－２－１参照） 

 

(2) 計画期間と見直しの時期 

   「高知県障害福祉計画」は、平成 18 年度から平成 20 年度までを第１期の計画期間、

平成 21 年度から平成 23 年度までを第２期の計画期間として策定しています。 

今回の第３期障害福祉計画については、第２期障害福祉計画の進捗状況等を踏まえ、

平成 24 年度から平成 26 年度までを計画期間として策定します。 

なお、策定時点において、障害者自立支援法に代わる新たな福祉制度が国で検討さ

れていることから、計画期間中に法の見直し等が行われた場合は、必要に応じて計画

の内容を見直すこととします。 

 

(3) 計画の推進体制 

○ 障害者施策は、障害保健福祉の観点からのみならず、雇用、教育、医療等を超え

た総合的な取り組みが不可欠であり、障害の特性やライフステージに応じたきめ細

やかで一貫したサービスが提供できるよう、関係部局・機関が連携し、総合的に取

り組みます。 

 

○ 障害のある人に対する障害福祉サービスを地域の実情に応じて計画的に提供でき

るよう、市町村や事業者等の関係機関と連携を図りながら、施策の効果的な推進に

努めるとともに、圏域ごとのサービス基盤整備計画に基づき、圏域単位での計画的

なサービスの基盤整備を進めていきます。 

 

○ 障害のある人もない人も、共に暮らし、共に働く「共生社会」（※１）を実現してい

くためには、障害のある人自身や直接的な関係者のみならず、広く県民皆で考え、

取り組んでいくことが必要であり、県民すべての参加や協力を得ながら、目標の実

現に向け取り組んでいきます。 
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(4) 計画の達成状況の点検及び評価 

高知県障害者施策推進協議会（※２）に計画の進捗状況を継続的に報告し、推進方策

等について意見を求めます。 

また、これらの内容についてはホームページ（※３）上で公開し、県民からの意見を

募集し、次期計画に反映するよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 共生社会 

人間は一人ひとりがすべて異なる存在であり、この違いをかけがえのないものとして

受けとめ、互いが理解し合い、共に生きる社会。 

 

※２ 高知県障害者施策推進協議会 

障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項などを協議する組織で、

障害のある人・学識経験者・障害福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成され

ます。 

 

※３ 高知県地域福祉部障害保健福祉課のホームページアドレス 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060301/ 

 



■ 図 Ⅰ－２－１ 

 

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

障害福祉計画（第１期）障害福祉計画（第１期）障害福祉計画（第１期）障害福祉計画（第１期）
（（（（H18年度～年度～年度～年度～H20年度）年度）年度）年度）

障害福祉計画（第２期）障害福祉計画（第２期）障害福祉計画（第２期）障害福祉計画（第２期）
（（（（H21年度～年度～年度～年度～H23年度）年度）年度）年度）

◇ 障害のある人に対する取組みの基本的方向を示す
県行政の指針

◇ 県民や民間企業等に対して広く理解を求め、
すべての県民の自主的・主体的な行動のための目標、指針

障障障障 害害害害 者者者者 計計計計 画画画画
＜障害者基本法＜障害者基本法＜障害者基本法＜障害者基本法
第９条第２項＞第９条第２項＞第９条第２項＞第９条第２項＞

障害者計画の障害者計画の障害者計画の障害者計画の
重点整備目標重点整備目標重点整備目標重点整備目標
（（（（H16年度～年度～年度～年度～ ））））

新サービス体系への移行新サービス体系への移行新サービス体系への移行新サービス体系への移行

第１期の実績等
を踏まえ策定

障害福祉計画（第３期）障害福祉計画（第３期）障害福祉計画（第３期）障害福祉計画（第３期）
（（（（H24年度～年度～年度～年度～H26年度）年度）年度）年度）

次期障害者次期障害者次期障害者次期障害者計画計画計画計画
（（（（H25～）～）～）～）

第２期の実績等
を踏まえ策定

障害者計画と障害福祉計画障害者計画と障害福祉計画障害者計画と障害福祉計画障害者計画と障害福祉計画

4
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３ 計画策定にあたっての考え方 

 

この計画は、障害のある人の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念、高知

県障害者計画の基本理念及び平成 22 年２月に策定した「日本一の健康長寿県構想」を踏

まえて、次に掲げる点に配慮して策定します。 

 

(1) 障害のある人もない人もともに安心して暮らせる社会の実現 

ノーマライゼーションの理念のもと、障害のある人が移動やコミュニケーション、

就労など必要な支援を受けながら、地域の住民の一人として、その人らしく暮らし、

障害のある人もない人も、互いに尊重し、支え合えるような地域づくりを推進しま

す。 

 

(2) 地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 

障害のある人の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に

対応したサービス提供体制を整えます。 

 

(3) 「高知型福祉」の実現 

高知県では、県民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域づくり

に向けて、これまでの福祉という枠や概念を超えて、それぞれの地域の実態に即した、

新しい福祉の形を地域で作り上げていく「高知型福祉」の実現を目指した取り組みを

進めています。 

障害者福祉においては、障害者が生き生きと暮らせる地域づくりに向けて、サービ

スが不足している中山間地域のサービス提供体制の充実や身近な地域で専門的な療育

支援を行う体制づくりなどに重点的に取り組むこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ড়生・児童৩
ഠ人ॡラঈ

町内会
ＮＰＯ・ボランティア

市町村社協

日本一の健康শํ県構想

サービス
提供事業者

�地域福祉計画等の推進
�あったかふれあいセンターの機能強化
�ড়生৩・児童৩ણの充実
�福祉を支える担い手の育成と確保
�自殺・うつ病対策の推進
�ऱきこもり自য়支援対策の推進

ともに支え合う地域づくり
ع新しい支え合いのカタチع

�障害福祉サービスの確保・充実
�障害者の排യ進とਝਹ৷者のੵ൛アॵউ
�発達障害者への支援体制づくり
�ಖઋఐ挨探の充実

障害者が生き生きと暮らせる地域づくり
عともにかがやき、ともに暮らすع

�介護予防と生きがいづくりの推進
�地域包括ケアシステムの構築
�地域における認知症の人と家族への支援
�介護サービスの充実・確保
�福祉・介護人材の確保対策

高齢者が安心して暮らせる地域づくり
ع੪ਞॖय़ॖय़、ा॒ऩশ生きع

�児童虐待への対応

�少子化対策の推進

次代を担うこども達を守り育てる環境づくり
عまち、むら、こどもたちでいっぱいにع

市町村

高知型福祉
その1

高知型福祉
その2

高知型福祉
その3

高知型福祉
その4
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 ４ 基本的な方向 

 

計画にあたっての考え方を踏まえ、障害のある人が生き生きと暮らせる地域づくり

を目指して、次の方向を目指します。 

 

  

 １ 身近な地域におけるサービスの確保 

 

県内どこに住んでいても、在宅でも施設でも、すべての障害のある人が住み慣れた

地域で、２４時間３６５日安心して暮らせるよう、身近な地域で必要なサービスを確

保します。 

 

  

 ２ 障害児支援の充実 

 

すべての子どもが、その持てる能力や可能性を伸ばしていけるよう支援を行い、そ

の自立と自己実現を図っていけるよう育成していくことが大切です。 

特に障害のある子どもは、できるだけ早い時期から適切な支援を行うことが将来の

自立と自己実現につながっていくことを踏まえ、子どもの将来の自立に向けて発達を

支援します。 
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香美市

香南市

大豊町
本山町

土佐町

大川村

南国市

高知市

いの町
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越知町
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四万十町

黒潮町四万十市

宿毛市

土佐清水市大月町

三原村

東洋町

室戸市

北川村

馬路村

安芸市

芸西村

田野町

安田町

奈半利町

 ５ 区域の設定 

 

障害福祉サービス等の実施に際しては、障害のある人が生活する「市町村」を基本的な

単位として、きめ細かなサービスを提供することが必要です。しかしながら、市町村単位

で実施することが困難な事業については、事業の内容やニーズに応じて、広域的な単位を

設定し、地域間で格差が生じないようサービスの提供体制づくりを進めます。 

この計画における、指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の

量の見込みを定める単位となる区域は、「高知県障害者計画」において設定している障害保

健福祉圏（図Ⅰ－５－１参照）とします。 

 

 

■ 図Ⅰ－５－１ 障害保健福祉圏 

 

（中央西）（中央西）（中央西）（中央西）    

（中央（中央（中央（中央東東東東））））    

高幡高幡高幡高幡    
中央中央中央中央    

安芸安芸安芸安芸    

幡多幡多幡多幡多    

圏域別人口（平成23年３月31日現在）

総数 うち65歳以上 65歳以上の割合

安芸圏域 55,244 19,344 35.0% 2市4町3村
室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野
町、安田町、北川村、馬路村、芸西村

中央東圏域 125,185 37,265 29.8% 3市3町1村
南国市、香美市、香南市、本山町、大豊
町、土佐町、大川村

中央西圏域 427,434 107,468 25.1% 2市4町1村
高知市、土佐市、いの町、仁淀川町、佐川
町、越知町、日高村

高幡圏域 62,517 21,953 35.1% 1市4町
須崎市、四万十町、梼原町、津野町、中土
佐町

幡多圏域 96,046 30,668 31.9% 3市2町1村
四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、
大月町、三原村

766,426 216,698 28.3% 11市17町6村

構成市町村名
圏域人口 構成

市町村数
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	04p
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